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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
外
務
省
在
外
職
員
に
支
給
さ
れ
る
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教
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手
当
の
妥
当
性
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す

る
答
弁
書

一
、
六
及
び
七
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
外
務
省
の
部
内
の
み
で
参
考
に
す
る
情
報
と
の
前
提
で
照
会
を
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、
お
答
え
す

る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

外
務
省
の
在
外
職
員
と
の
比
較
を
行
う
た
め
、
世
界
各
地
に
海
外
拠
点
を
有
し
、
相
当
数
の
海
外
駐
在
員
を
派
遣
し
て
い

る
民
間
企
業
を
対
象
に
照
会
を
行
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
外
務
省
と
し
て
は
、
適
切
と
考
え
て
い
る
。

四
及
び
五
に
つ
い
て

子
女
教
育
手
当
を
受
給
で
き
る
要
件
は
、
在
外
公
館
の
名
称
及
び
位
置
並
び
に
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
給

与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
九
十
三
号
）
第
六
条
第
五
項
に
お
い
て
、
「
子
女
教
育
手
当
は
、
在
外
職
員
の

子
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
で
主
と
し
て
当
該
在
外
職
員
の
収
入
に
よ
つ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る
も
の
（
以
下
「
年
少
子

女
」
と
い
う
。
）
が
本
邦
以
外
の
地
に
お
い
て
学
校
教
育
そ
の
他
の
教
育
を
受
け
る
の
に
必
要
な
経
費
に
充
当
す
る
た
め
に

一



支
給
す
る
。
」
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
子
女
が
本
邦
に
残
留
し
て
い
る
場
合
は
支
給
さ
れ
な
い
。

二


